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議論の構造化と妥当性評価のための
Bayesian Argumentation-Scheme Networksの提案と

アノテーションデータ作成

近藤 崇宏1,a) 鷲尾 光樹1,b) 林 克彦2,c) 宮尾 祐介1,d)

概要：Argumentation schemesは議論を正当化する方法をパターン化したものであり, そのパターンを認
識することは議論の妥当性評価に有効である. しかし, argumentation schemesを計算機で扱うための方法
論は未だ確立されていない. 本研究では述語論理とベイジアンネットワークで argumentation schemesを
定式化することにより, 議論構造をベイジアンネットワークで表現する方法論を提案する. また, 提案法を
実装・検証するためのデータセットを作成する. 作成したデータセットは議論テキストとそれに対応する
ベイジアンネットワークのペアを 1,407組集めたものである.

1. はじめに
議論マイニング（Argument Mining）は文書や討論にお

ける議論の構造を解析し, 主張とその根拠または反論など
の要素を抽出するものである. 議論の妥当性評価のために
は, それら要素の抽出に加えて根拠が主張を正当化する理
由を理解することが有効である. 例えば, 死刑導入の是非
を議論する以下の会話を分析することを考える.

A: 犯罪抑止のために死刑を導入すべきだ.

B:でも犯罪学者は抑止効果はないと言ってるよ.

Aの主張は犯罪抑止を目的とし, その達成のための手段と
しての死刑導入の正当化である. Bの反論は専門家の意見
を根拠とした正当化である. 議論がどのように正当化され
ているかを理解することで, 妥当性を検証すべき論点がわ
かる. 例えば, 目的達成のための代替手段はないか, 専門家
の専門分野は本当に議論の論点と関係しているのか, とい
う問いかけができるようになる.

人間が議論を正当化する方法については, argumentation

schemes[13]として議論の構造を抽象化したパターンがま
とめられてきた. 例えば, 目的達成のための手段の正当化
は practical reasoning という名前で以下のように定義され
ている.
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図 1 死刑は犯罪を抑止するかについてのBayesian Argumentation-

Scheme Network

Major Premise: I have a goal G.

Minor Premise: Carrying out this action A is

a means to realize G.

Conclusion: Therefore, I ought (practically

speaking) to carry out this action A.

上記は二つの前提 (premise)を満たす場合に結論 (conclu-

sion) が妥当であることを主張する. 以下本論において,

schemeという用語は practical reasoningのような具体的
な argumentation schemesを指すものとする.

正当化パターンを分類するだけでも人間が議論を理解
する助けにはなるが, 我々は argumentation schemesを計
算モデルに組み込むことで妥当性を定量的に評価するこ
とを目指す. そのためには, 計算モデルで扱えるように
schemeを定式化する必要がある. 本研究では述語論理と
ベイジアンネットワークを用いた schemeの定式化を提案
する. まず schemeの前提と結論を述語論理による形式表
現で表す. 例えば, practical reasoningのminor premiseは
means to(ActionX,CaseG) へ変換する. その上で, 変換
された述語論理式の真偽値をノードの値とするベイジアン
ネットワークを定義する. つまり, schemeの前提・結論の

1ⓒ 2021 Information Processing Society of Japan

Vol.2021-NL-248 No.4
Vol.2021-CVIM-226 No.4

2021/5/20



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

関係は命題の条件付き確率により表現する. このように定
式化した schemeを用いて前述した死刑導入の議論をベイ
ジアンネットワーク化したものが図 1 である. このよう
なネットワークを我々は Bayesian argumentation-scheme

networks と名付けた.

さらに, 本研究では提案方式による計算モデルを実装・
検証するためのデータセットを作成する. データセットは
議論テキストとそれに対応する Bayesian argumentation-

scheme networks のペアで構成される. Argumentation

schemesの研究においてはアノテーションによるデータ作
成の難しさが課題となっていた. 本研究では構築済みの
ネットワークからテキストを生成する手順を採用して課題
を回避することで, 比較的規模の大きなデータセット作成
を可能にした.

まとめると, 本研究の貢献は以下の二点である.

• Argumentation schemsを述語論理とベイジアンネッ
トワークで定式化

• 議論テキストとそれに対応するベイジアンネットワー
クのペアで構成されるデータセットを作成

2. 関連研究
2.1 Argumentation Schemes

Argumentation schemes は議論を正当化するためのパ
ターンを抽象化して記述したものである. Waltonら (2008)

[13] は様々な文献から 60 の代表的な scheme を一覧化し
ており, 多くの研究が彼らのリストを参照している. Ar-

gumentation schemes は 1 節で例として示した practical

reasoningのように前提 (premise)と結論 (conclusion)で定
義され, 全ての前提が正しい場合に結論が妥当であるとい
う主張を表現する. また, 多くの schemeには議論に疑問を
呈するクリティカルクエスチョンが紐づけられている. 例
えば practical reasoningのクリティカルクエスチョンを一
部抜粋すると以下の通りである.

CQ1: What other goals that I have that might

conflict with G should be considered?

CQ2: What alternative actions to my bringing

about A that would also bring about G should

be considered?

Argumentation schemesを自然言語処理による議論分析に
活用すれば, 議論の前提となる要素の分解による議論構造
の理解や, クリティカルクエスチョンを用いた妥当性評価
に役立つことが期待される.

計算モデルによる妥当性評価を行うには schemeの定式
化が必要だが, その方法論は定まっていない. 定式化のア
プローチの一つは形式論理を用いることである. Walton

ら (2008) [13]は疑似的なモーダスポネンスとして scheme

を定式化しようと試みた. 前提が真である場合に結論が真
である, という推論であり argumentation schemesの定義

とは相性が良いように見える. しかし, schemeの前提と結
論は必ずしもモーダスポネンスのような推論で関係づけら
れるわけではない. 例えば, practical reasoningにおいて,

「目的 Gは望ましい」と「手段 Aにより目的 Gが実現で
きる」の二つの前提が真である場合に「手段 Aを実行すべ
き」が真であること, が論理的帰結であるとは解釈しづら
い. 本研究では別のアプローチを採用し, ベイジアンネッ
トワークによる schemeの定式化を提案する.

2.2 ベイジアンネットワーク構築への Argumentation

Schemesの活用
法律分野では argumentation schemesをベイジアンネッ

トワーク構築に活用する研究がある. 裁判事例の分析にお
いて, 証拠・証言等を元に仮説の妥当性をベイジアンネッ
トワークで計算しようと試みられてきた. ネットワーク構
築手順の恣意性が課題であったため, Timmer(2017) [10]は
schemeをベイジアンネットワークの断片へと変換するこ
とで, 裁判事例で使える典型的なネットワーク構造を提供
した. そのようなネットワーク断片のパターンのことを既
存研究 ([2], [10], [12])では idioms と呼ぶ. これらの研究は
ベイジアンネットワークと argumentation schemesの相性
の良さを示しているが, argumentation schemesは人によ
るネットワーク構築の補助をするものという位置づけであ
り, 議論テキストからネットワークを自動構築することを
目指してはいない. そのため argumentation schemesを自
然言語処理で扱えるように定式化するわけではない. また,

具体的な変換の検討は裁判に関係する一部の schemeのみ
に限られている.

本研究では, これらの研究の考え方を参考としつつも, 自
然言語処理による計算モデルを構築するために schemesを
定式化する. また, practical reasoningのような法律分野で
は扱われなかった schemesも本研究の対象とする.

2.3 Argumentation Schemesのアノテーションデータ
Argumentaion schemesをアノテーションした既存のデー

タセットは機械学習モデルを訓練するにはサイズが小さい.

Visserら (2018) [11]はWaltonら (2008) [13]の scheme定
義を用いて 2016年のアメリカ合衆国大統領選挙における
討論会を原稿化したものをアノテーションしたが, 1回の討
論会のみが対象である. またWaltonらとは別の scheme定
義を用いて arg-microtexts [7]にアノテーションを付与し
た研究 ([6], [8])もあるが, arg-microtextsの文書数は 112

と少数である.

近年の自然言語処理における機械学習手法の発展を活か
すためにはより規模の大きなデータが望ましいが, argu-

mentation schemesのアノテーションはアノテーターの訓
練が必要 [5]とされ, また異なるアノテーター間で結果が一
致しにくい [4]ため, 質の高いデータを多く用意することが
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Premise: I have a ...
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Idiom結合死刑導入是非について

死刑を導入すべきだ。なぜ

なら死刑は犯罪を抑止する

からだ。…

本研究の提案

図 2 Bayesian Argumentation-Scheme Networks 構築の流れ

難しい. アノテーションを補助するツールの開発 [3]など
が検討されている状況である.

本研究の定式化に基づくアノテーションは argumenta-

tion schemesのアノテーションよりもさらに複雑である.

そこで我々はテキストにベイジアンネットワークをアノ
テーションするのではなく, 構築済みのネットワークから
テキストを生成する, という手順を採用する. この手順は
semantic parsing分野において, 形式表現から自動生成し
たテキストをクラウドソーシングでパラフレーズするとい
う手順で規模の大きなデータを用意した研究 [14]を参考に
した.

3. Bayesian Argumentation-Scheme

Networks

本研究は議論がどのように正当化されるかをベイジアン
ネットワークを用いて構造化することで議論の妥当性を評
価することを目指す. 研究の全体像を図 2に示した.

まず, 議論の典型的な正当化パターンをまとめた ar-

gumentation schemesに着目し, schemesを計算モデルで
扱えるように述語論理とベイジアンネットワークを用い
て定式化することを提案する. Scheme の前提 (premise)

と結論 (conclusion) は述語論理により論理式に変換す
る. 例えば, practical reasoning という scheme の前提
“Carrying out this action A is a means to realize G”は
means to(ActionA,CaseG)*1のように変換できる. 前提・
結論のそれぞれを述語論理式化した後, 述語論理式間の関
係はベイジアンネットワークにおけるノード間の関係とし
て表現する. つまり, 述語論理式間の関係は条件付き確率
を用いて定式化される. このように schemeを定式化する
ことで, 議論を正当化する典型的なパターンをベイジアン
ネットワークの断片として表現することができる. 定式化
により得られたネットワーク断片は, 以下において network

idioms または単に idioms と呼ぶ.

*1 論理変数には Action, Case などの型を定義しているが, 詳細は
割愛する

議論テキストの分析時には, 議論の正当化に合致する
idiomを決定し, idiomの論理変数が指す内容をテキストか
ら抽出することで具体化したネットワーク断片が得られる.

テキスト全体の分析を通して得られたネットワーク断片
同士を結合することで, 議論全体の構造をベイジアンネッ
トワークで表現することができる. そうして得られたネッ
トワークのことを我々は Bayesian argumentation-scheme

networks と名付けた.

3.1 Argumentation Schemesの定式化
Waltonら (2008)[13]が一覧化した schemesをベースと

して, 各 schemeの前提・結論を述語論理による形式表現に
変換し, 述語論理式間の関係は有向グラフで表現する. グ
ラフのエッジの向きは因果関係や時系列関係に合わせて設
定することで条件付き確率の値を設定しやすくする. 例え
ば, practical reasoningが扱う目的と手段の関係性は, 因果
関係に合わせて P (目的 |手段)と表現する.

3.2 提案手法の利点
定式化の目的は argumentation schemesをコンピュータ

による情報処理に組み込むことである. 目的を達成する上
で,提案手法が優れている点として下記の 4点がある.

既存 scheme定義との親和性の高さ
提案手法は既存 schemeの前提や結論を述語論理による
形式表現に変換し, 変換した述語論理式をベイジアンネッ
トワークのノードとしている. 例えば, schemeの 1つであ
る practical reasoningの前提, “Carrying out this action

A is a means to realize G.”は mens to(ActionA,CaseG)

と変換される. このように既存 scheme定義との対応関係
を明確にできるため, これまでの schemeに関する研究資
産を活用しやすい. また, schemeに付随するクリティカル
クエスチョンについても論理式の真偽値に疑問を呈するも
のとして同様にノードで表現できる.

議論における論理を統一的に形式化可能
人間が議論を正当化するために用いる論理は論理学が扱

3ⓒ 2021 Information Processing Society of Japan

Vol.2021-NL-248 No.4
Vol.2021-CVIM-226 No.4

2021/5/20



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

う論理とは異なり, 前提が正である場合の論理的帰結とし
て結論が正となる, というものではない. また, 演繹・帰
納・仮説的推論を拡大解釈したような多様な正当化が行わ
れるため, それらを統一的に説明することが難しい.

例えば, 目的達成のための手段の正当化を論理式に当て
はめてみると次のようになる. 正当化のためには手段の実
行により目的としている状態を達成可能であることが前提
となる. ここで G：目的が達成されるか否か, 及び, M：手
段を実行するか否か、を真偽値を取る論理変数とすれば,

前述の前提は M → Gが真であると表現できる. その上で,

Gを真にするためにM は真である必要がある, という正当
化が行われる. Gを真にするために必ずしもM が真であ
る必要はないため, この結論は形式論理の観点からは正し
くない. しかし, 日常の議論ではしばしばこのような正当
化が行われ, また一定の説得力を持つとみなされる.

我々が提案する定式化は前提と結論の関係性を条件付き
確率で表現するのみであるため, 議論における非形式的な
論理を含めて統一的に記述できる柔軟性がある. 柔軟であ
るがゆえに議論構造の表現の仕方には大きな自由度がある
が、argumentation schemesによる正当化パターンに応じ
てネットワーク構造もパターン化することができる. 例え
ば,目的達成のための手段の正当化の例では, P (目的 |手段)

の方が P (手段 |目的)よりも条件付き確率の値を設定しや
すく, 議論構造を表現するのに適している.

グラフ構造の類似性を基準に schemesを分類・整理
Argumentation schemesは理論的に発見されるものとい

うよりも実際の議論で使われる正当化方法を抽象化・パ
ターン化して得られるものである. 多くの schemeが定義
されてきたが, それらをどう分類・整理するかの基準は明
らかでなく, argumentation schemesに関する主要な研究
課題の一つである.

本研究で提案する定式化により各 schemeはグラフ構造
へと変換される. 結果として多くの schemeに共通のグラ
フ構造が見出された. また、一見して似たような正当化を
扱う scheme同士が, グラフ構造としては一致しないこと
もある. このようにグラフ構造の類似性は schemeを分類
する手がかりとなる. 我々は提案手法を用いて既存 scheme

を定式化した後にグラフ構造の類似性を考慮して scheme

を分類・再整理した. 分類の整理はアプリケーション実装
の観点からも有用である. 議論テキストを自然言語処理で
解析する際にはどの schemeに由来する正当化が用いられ
ているかの同定が必要であり, 分類体系を簡潔にすること
は計算モデルの学習のしやすさにつながる.

文単位の意味を形式表現化する自然言語処理技術を文章単
位に拡張しやすい
Semantic parsingなどのテキストの意味を形式表現に変
換する技術は主に文を分析単位としており, 文章単位の形
式表現を扱う手法については実証的な研究が進んでいない.

bring_about(Case X) lead_to(Case X, Case Y)

bring_about(Case Y)

c

p2

p1

acceptable(Prps Z)

図 3 Causality Idioms

我々の提案は議論の分析という目的に限定したものではあ
るが, 既存の文単位の形式表現を得る技術を文章単位に拡
張するものである.

3.3 Network Idioms

Schemesをベイジアンネットワークの断片に変換したも
のを idiomsと呼ぶ. 本節では, 出現頻度の高い 3種類の正
当化パターンについてその network idiom の定義を説明す
る。以下説明で示す図において, ノードの記号 pは scheme

の前提に, 記号 cは結論に由来するものである.

3.3.1 Causality

この分類は原因と結果の関係や目的と手段の関係など,物
事や行為の間の因果関係に基づく正当化を扱うものである.

ネットワーク構造は図 3のようになる. 構成要素としては
主として 3つのノード, bring about(X), lead to(X,Y )ま
たはmeans to(X,Y ), bring about(Y )（論理変数の型は省
略）からなる. 使われ方としてはほとんどの場合, Y が望ま
しい/望ましくないものであるためXを実現すべき/すべき
でない, という主張に用いられる. その場合の確率推論を述
語を省略して模式的*1に説明すると, P (Y )と P (X → Y )

を与えて条件付き確率 P (Y |X,X → Y )から P (X)を推定
することになり, 手続きとしては演繹的ではない. まれに
X を十分に実行したことを根拠に Y が達成されるはずだ
という正当化パターンもある.

このタイプの正当化において妥当性が最も問われる箇所
はX と Y の因果関係についてであろう. 本当にX が Y を
もたらすのか, Y を実現する手段としてX 以外の選択肢の
方がよいのではないか, といった反論が想定される. その
ため, しばしば lead to(X,Y )または means to(X,Y )の妥
当性について補足が行われる. 図において点線の枠で示さ
れた acceptable(Z)は補足を表現するオプションのノード
である.

Walton ら (2008)[13] の scheme では, argument from

cause and effect, argument from consequence, pragmatic

argument from alternatives が原因と結果の関係を扱うも
のであり, 述語は lead toを用いる. 一方, practical reason-

ing は目的と手段の関係についてであり, 述語は means to

を用いる. また, argument from threat, argument from fear

appeal, argument from danger appeal, argument from dis-

*1 以下の説明でも同様
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acceptable(Prps R) follow(Case X, Prps R)

acceptable(Case X)

p1

c

p2

acceptable(Prps Z)

図 4 From Rule Idioms

tress, argument from waste についても, 望ましくない結果
を避けることを目的とした行為の正当化と解釈してこの分
類に含めた.

議論テキストを解析する際には, 主張と根拠の間の因果
関係を推定する能力がモデルに求められる. 実際のテキス
トにおいては, 因果関係を示す cause, means to, lead toと
いった直接的な表現が使われることはまれである. 暗黙的
に因果関係が想定されていることもあるため, モデルの精
度向上には常識推論が必要となるだろう.

3.3.2 From Rule

この分類はルールや規範などを主張の根拠とするもので
ある. ネットワーク構成図は図 4のようになる. 構成要素
としては主として前提となる 2つのノード, acceptable(R),

follow(X,R), と結論となるノード acceptable(X) からな
る. 確率計算を模式的に説明すると, P (R)と P (R → X)

を与えて条件付き確率 P (X|R,R → X)から P (X)を計算
するものであり, 手続きとしては演繹に近い. Idiomの表現
としては, 否定形 ¬follow(X,R)を用いて ¬acceptable(X)

を結論する変形パターンの方が自然言語の記述に沿ってい
ることもある. 妥当性が最も問われる箇所は follow(X,R),

つまり議論の対象となっている個別のケースがルールや規
範に従っているのかどうかである.

Walton ら (2008)[13] の scheme では, argument from

rules が該当する. ただし, 我々はより汎用的なケース
に適用可能となるよう元の scheme定義を参考に, 下記の
schemeを再定義してから idiomを定義した.

Premise1: A proposition R is an estab-

lished/acceptable rule/principle for us.

Premise2: A case/proposition X follows R.

Conclusion: Therefore, X is acceptable.

3.3.3 From Source

この分類はグラフ構造の観点からはさらに二つの分類
に分けられる. いずれも主張した人物・出典を根拠とする
が, 片方は知識を, もう片方は権威を正当化の根拠とする
ものである. 知識と権威のどちらを根拠とするかで図 5の
ようにネットワーク構造が異なる. どちらのネットワーク
も, 前提となる assert(S,X) と結論となる acceptable(X)

は共通した要素である. 知識を根拠とする場合は残りの
ノードの述語表現は familiar with(S,X) でありノードの
エッジは assert(S,X)に向いている. グラフ構造としては

acceptable(Prps X)

assert(Source S, Prps X)

c

p2

familiar_with(Source S,
Prps X)

p1

acceptable(Prps X)

assert(Source S, Prps X)

c

p2

authority_over(Source S,
Prps X)

p1

図 5 From Source Idioms

Causality に似ている. 一方で, 権威を根拠とする場合は
述語表現は authority over(S,X)でありノードのエッジは
acceptable(X) に向いている. グラフ構造としては From

Ruleに似ている. 両者はいずれも人物・出典の信頼性を正
当化の根拠としているため意味的には類似しているように
見えるが, 前提と結論の因果関係の向きは異なる.

主に妥当性が問われるのは, familiar with(S,X) と
authority over(S,X) の箇所である. 知識を根拠とする
場合については, 主張した人物が専門家であることや事実
を知りうる立場にいたことなどにより familiar with(S,X)

が補足される. また, 主張した人物が嘘をついていないこ
と, が正当化の前提となっており, その前提に対する疑問を
呈する任意のノードを用意することもある.

Waltonら (2008)[13]の schemeでは, argument from po-

sition to know, argument from expert opinion, argument

from popular opinion, argument from popular practice が
該当する.

議論テキストを解析する場合, この分類に該当するかど
うかの判定自体は比較的容易であろうが, より具体的に知
識と権威のどちらを根拠とするかを判定するのは難しい課
題となるだろう. 例えば, 多くの人が主張している, という
正当化は知識と権威のどちらを根拠としているだろうか.

集合知を根拠としているのか, 民主主義的な影響力を根拠
としているのかは明らかではない.

3.4 Idiomの結合ルール
議論にはしばしば複数の schemeを組み合わせて用いる
ことがある. また, 主張を支持する根拠を複数提示したり,

主張とその反論を合わせて提示する場合などにも複数の
schemeが適用される. そのような場合に議論全体の構造
をベイジアンネットワークで表現するためには idiomの適
用後に得られたネットワーク断片を結合する必要がある.

我々は結合ルールとして下記の 5つを設定した.

3.4.1 Rule 1: 同じノードの結合
2 つの idiom が全く同じノードを共通に持つ場合は二
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つのノードを一つにまとめる. 結論を表現するノード
(acceptbable(X) など) をこのルールで結合することが
多い.

3.4.2 Rule 2: 肯定形と否定形の結合
acceptable(X)と ¬acceptable(X) のようにあるノード

の否定系のノードが存在する場合は両者をエッジで結ぶ.

エッジの向きは任意であり, 真偽値が反転するように条件
付き確率を設定する.

3.4.3 Rule 3: 述語項とそれを命題化したノードの結合
means to(死刑,犯罪抑止)と acceptable(死刑は犯罪を抑

止する)のように述語表現とその述語を命題化したノード
がある場合は両者をエッジで結ぶ. 命題化されたノードが
元の述語のノードを補足する関係となることが多いため,

基本的にエッジの向きは命題化されたノードから述語表現
の向きとし, ノードの真偽値が一致するように条件付き確
率を設定する.

3.4.4 Rule 4: 論理変数が類義語関係のノードの結合
述語が共通するノードで述語の引数の論理変数が類義語

関係の場合は両者をエッジで結ぶ. 例えば follow(R,X)と
follow(R,X ′)の X と X ′ が類義の場合などである.

3.4.5 Rule 5: Default Inference

どの Idiomにも当てはまらない正当化の場合は Default

Inferenceとして単にノード間をエッジで結ぶ.

4. データセット作成
本研究は議論テキストを Bayesian argumentation-

scheme networks で構造化することを目指すものである.

コンピュータモデルの実装と検証を行うために, 議論テ
キストとそれに対応する Bayesian argumentation-scheme

networksのペアを用意したい. しかし, 関連研究で述べた
ように argumentation schemesをアノテーションするだけ
でも非常にコストが高く, 加えて我々の提案方式ではネッ
トワーク構造をアノテーションする必要がある. そのため,

議論テキストを与えてネットワークをアノテーションする,

という手順では質の高いデータを多量に用意するのは困難
である. そこで本研究ではネットワークを元にそれに対応
するテキストを生成するという手順を採用する. 作成した
データセットは, 比較的短めな英語の議論テキストとそれ
に対応するベイジアンネットワークのペアで構成される.

4.1 作成手順
データセット作成は次の手順で行う.

手順 1：特定トピックについての網羅的な議論からベイジ
アンネットワークを作成.

ProCon.org*2は主にアメリカ合衆国における論争につい
てトピック別に賛成・反対意見を幅広く集めたサイトで

*2 https://www.procon.org/

ある. このサイトから既存の議論マイニングのデータセッ
ト [9]でも扱われている 6つのトピック（死刑導入, 銃規
制, 最低賃金, 中絶合法化, 学校の制服, 原子力発電）を選
択した. 各トピックをいくつかのサブトピックに分け, サ
ブトピック毎にサイトでの議論の要点をまとめ, 1つのベ
イジアンネットワークを作成する. 例えば, 死刑導入のサ
ブトピックである「死刑は犯罪を抑止するか」について, 1

章の図 1のようなネットワークを作成する. また, 作成し
たネットワークに対応するテキストも用意する. この手順
は著者本人により実施した.

手順 2：ネットワーク断片の切り出し.

各サブトピックについての議論全体を表現するベイジア
ンネットワークからなるべく 1つの idiom単位になるよう
にネットワーク断片に分解する. 例えば, 図 1のネットワー
クから点線で囲まれた部分のみを切り出す.

手順 3：ネットワーク断片を前提・結論へ変換.

手順 2 で得られたネットワーク断片の各ノー
ドの述語表現を自然言語に変換し, 既存の scheme

定 義 の よ う に 前 提 と 結 論 に 分 け る. 例 え ば,

means to(the death penalty, deterring crime) という述語
表現は“The death penalty is a means to deter crime.”と
いう自然言語に変換して前提に分類する. この手順は概ね
“引数 1 述語 引数 2”のような機械的なルールで変換できる
が, 文法的に不自然にならないように著者が調整した. 例
として, 下記のような前提・結論を生成する.

Premise1: The death penalty is a means to de-

ter crime.

Premise2: Deterring crime is desirable.

Conclusion: The death penalty is necessary.

手順 4：前提・結論をクラウドソーシングで自然言語化.

クラウドワーカーに前提・結論を提示し, 両者を組み合
わせた自然なテキストへと変換してもらう. クラウドソー
シングは Amazon Mechanical Turkを利用する.

4.2 結果
6つのトピックの合計 53のサブトピックについてネッ

トワークを作成し, そこから 147のネットワーク断片を取
り出した. ネットワーク断片から作成した 1つの前提・結
論あたり 10人のクラウドワーカーによりテキストを生成
してもらった. なおワーカーには 1回答につき 0.10$を支
払った. トピック毎のサブトピック数やワーカーに提示し
た前提・結論のパターン数は表 1に示した.

クラウドソーシングの実施結果として, 1,406件の有効な
回答を得た. なお, 指示に沿っていない回答 752件を無効
な回答として除外している. 回答の語彙数や平均文長（単
語数）は表 2に示した. また, 作成したデータの多様性や
偏りについて検証するために下記の指標を計測し, 結果を
表 3に示した.
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表 1 ネットワーク断片の Idiom 分類該当数
トピック 死刑導入 銃規制 最低賃金 中絶合法化 学校の制服 原子力発電 全体

Causality 18 19 21 15 19 12 104

From Rule 8 4 3 4 0 0 19

From Source 4 1 0 3 4 0 12

Others 5 2 0 0 1 4 12

表 2 クラウドソーシング回答
トピック 死刑導入 銃規制 最低賃金 中絶合法化 学校の制服 原子力発電 全体

回答数 521 374 342 314 364 243 1,406

語彙数 664 416 326 464 445 383 1,627

平均文長 23.7 23.1 19.4 21.8 19.8 25.2 22.1

指標 1：クラウドワーカーに提示した前提・結論と回答の
テキストの類似度
前提・結論と回答のテキストをそれぞれ Bag of Words

（以下 BoW）表現にしてコサイン類似度を計測した.

指標 2：“結論 because 前提”という回答パターンの割合
回答を becauseの前半と後半に分け, 前半と結論, 及び,

後半と前提の間の BoWコサイン類似度を測定し, 両者の
値が共に 0.8以上の回答の割合を集計した.

指標 3：Idiomに由来するフレーズが回答で利用される割合
例えば,“The death penalty is a means to deter crime.”

の“means to”のように, トピック由来ではなく idiomに由
来するフレーズがある. これらの idiom由来のフレーズが
回答に含まれる割合を集計した.

指標 4：クラウドワーカー間の回答の類似度
1つの前提・結論につき複数人のワーカーから回答を集
めた. それらの回答の多様性を計測するために同一の前提・
結論に対する回答同士の BoWコサイン類似度を計測して
平均を集計した.

4.3 データセットの特徴
データサイズについて, argumentation schemesをアノ

テーションしたデータセットとしては比較的規模が大きめ
である. 2.3節で述べたように argumentation schemesの
アノテーションは非常にコストが高く, 規模の大きなデー
タを作成することが困難であった. 既存のデータセット
では, Fengら (2011)[1]が用いた araucaria datasetが最も
データ数が多く, 660の議論についてアノテーションして
いる. 我々が作成したデータは文章の多様性という面では
見劣りするものの, 単純なデータ数だけで見れば最も規模
の大きいものとなっている.

データの多様性について, 表 3にあるように, 指標 1：前
提・結論と回答の類似度と指標 4：クラウドワーカー間の回
答の類似度の値はいずれも比較的大きく, 類似の回答内容
が多いことを示している. また, 指標 3：idiomフレーズ回
答の割合は全体として 60%を超えており, idiomのフレー

ズがそのまま文章に使われていることが多い. これは文章
とネットワークの対応関係が明確であることを意味してお
り, 機械学習モデルを学習する上では強い教師データとし
て使えるという利点もある. ただ特定のフレーズに偏って
しまっているため, フレーズの多様性を増やすことが課題
である. “結論 because 前提”という回答パターンが大半
となることが懸念されたが, 指標 2：結論 because前提回答
の割合は 20%以下となっており, 許容範囲と考える.

データセット作成については概ね期待した結果は得られ
たものの, 表現の多様性については課題であるため, 今後は
データセットの表現のパターンを増やすことを目指す.

5. まとめと今後の課題
本研究では述語論理とベイジアンネットワークで ar-

gumentation schemesを定式化することにより, 議論構造
をベイジアンネットワークで表現する方法論を提案した.

具体的に既存の schemes を定式することで, 提案手法が
argumentation schemesを統一的な方法により定式化でき
ることが分かった.

また, 提案方法に基づく計算モデルを実装・検証するた
めのデータセットを作成した. 作成したデータセットは議
論テキストとそれに対応するベイジアンネットワークのペ
アを 1,407組集めたものであり, argumentation schemesに
関するデータセットの中では比較的規模の大きなデータを
構築することができた. 一方で, 作成したデータセットに
おける表現の多様性が課題であるため, 今後はデータセッ
トの表現のパターンを増やす方法を検討する.
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表 3 回答の多様性についての指標
トピック 死刑導入 銃規制 最低賃金 中絶合法化 学校の制服 原子力発電 全体

前提・結論と回答の類似度 0.76 0.76 0.75 0.75 0.73 0.74 0.75

結論 because 前提回答の割合 (%) 13.5 20.7 13.2 25.8 16.5 19.0 17.6

Idiom フレーズ回答の割合 (%) 65.6 74.9 35.3 78.5 76.1 39.5 63.1

回答間の類似度 0.65 0.67 0.67 0.64 0.62 0.64 0.65
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